
教
育
公
務
員
特
例
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正

一

校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指
針

文
部
科
学
大
臣
は
、
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
計
画
的
か
つ
効
果
的
な
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
二

の
校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

二

校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標

公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
任
命
権
者
は
、
指
針
を
参
酌
し
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
当
該
校
長
及

び
教
員
の
職
責
、
経
験
及
び
適
性
に
応
じ
て
向
上
を
図
る
べ
き
校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
に
関
す
る
指
標
（
以
下

「
指
標
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
指
標
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
四
の
協
議
会
に
お
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

三

教
員
研
修
計
画

公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
任
命
権
者
は
、
指
標
を
踏
ま
え
、
当
該
校
長
及
び
教
員
の
研
修
に
つ
い
て
、



毎
年
度
、
体
系
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
教
員
研
修
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
四
関
係
）

四

協
議
会

公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
任
命
権
者
は
、
指
標
の
策
定
に
関
す
る
協
議
並
び
に
当
該
指
標
に
基
づ
く
当

該
校
長
及
び
教
員
の
資
質
の
向
上
に
関
し
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会

」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
協
議
会
は
、
指
標
を
策
定
す
る
任
命
権
者
及
び
公
立
の
小
学
校

等
の
校
長
及
び
教
員
の
研
修
に
協
力
す
る
大
学
等
を
も
っ
て
構
成
す
る
も
の
と
し
、
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た

事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
五
関
係
）

五

中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修

十
年
経
験
者
研
修
を
改
め
た
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
と
し
て
、
公
立
の
小
学
校
等
の
教
諭
等
の
任
命
権
者
は
、

当
該
教
諭
等
に
対
し
て
、
個
々
の
能
力
、
適
性
等
に
応
じ
て
、
公
立
の
小
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
関
し
相
当
の
経
験

を
有
し
、
そ
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と



が
期
待
さ
れ
る
中
堅
教
諭
等
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
さ
れ
る
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事

項
に
関
す
る
研
修
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

第
二

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
改
正

一

外
国
語
に
係
る
小
学
校
教
諭
の
特
別
免
許
状
の
創
設

小
学
校
教
諭
の
特
別
免
許
状
の
教
科
と
し
て
外
国
語
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
六
項
関
係
）

二

独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構
へ
の
事
務
の
移
管

文
部
科
学
大
臣
が
行
う
免
許
状
更
新
講
習
の
認
定
、
教
員
資
格
認
定
試
験
の
実
施
及
び
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
す
る
講

習
等
の
認
定
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
認
定
等
事
務
」
と
い
う
。
）
を
独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構
に
行
わ
せ
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
三
、
第
十
六
条
の
二
及
び
別
表
第
三
備
考
関
係
）

三

免
許
状
の
取
得
に
必
要
な
最
低
単
位
数
に
係
る
科
目
区
分
の
統
合

普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
た
め
に
大
学
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
最
低
単
位
数
に
係
る
科
目
の
区

分
を
統
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
別
表
第
一
、
別
表
第
二
、
別
表
第
二
の
二
及
び
別
表
第
四
関
係
）



第
三

独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
法
及
び
独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正

名
称
を
独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構
に
改
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
業
務
と
し
て
、
指
標
の
策
定
に
関
す
る
専
門

的
な
助
言
、
学
校
教
育
関
係
職
員
と
し
て
の
職
務
を
行
う
に
当
た
り
必
要
な
資
質
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の

普
及
並
び
に
第
二
の
二
の
認
定
等
事
務
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
十
条
関
係
）

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
外
国
語
に
係
る
小
学
校
教
諭

の
特
別
免
許
状
の
創
設
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
公
布
日
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構
へ
の
事
務
の
移

管
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
免
許
状
の
取
得
に
必
要
な
最
低
単
位
数
に
係
る
科
目
区

分
の
統
合
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
附
則
第
十
六
条
関
係
）

四

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
関
係
）


